
令和６年１１月１日より、

①自転車の酒気帯び
②飲酒運転ほう助
（自転車を運転する可能性がある人に酒を提供）

が新たに罰則の対象になります。

③ながらスマホ
（自転車運転中にスマホで通話、スマホを注視）
も罰則が強化されました。

自転車を乗る方は、ルールを守って、
安全な運転を心がけましょう
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自転車安全利用五則
１ 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
３ 夜間はライトを点灯
４ 飲酒運転は禁止
５ ヘルメットを着用

〇夕暮れ時は歩行者が被害に遭う交通事故が多
くなる傾向にあります。

午後４時から前照灯を点灯する「ライト４運動」
を心がけてください。

〇ドライバーの方は「原則ハイビーム」、 歩

行者の方は「反射材の着用」を徹底し、 交
通事故防止に努めてください。

〇自転車利用の方は、自転車安全利用五則を守る
ようにしてください。

⇓


